
第12編 公園緑地編

第1章 総則
第1節 摘 要

本章は、公園緑地工事に適用するものとし、本共通仕様書又は設計図書に定めるものを
除き、本章第2節の諸基準によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ
れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規程に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
国土交通省都市局公園緑地・景観課 公園緑地工事共通仕様書
徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [土木構造物・橋梁編]
徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［ボック
スカルバート・擁壁編］
徳島県 土木構造物設計マニュアル（案） [樋門編]
徳島県 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）［樋門編］
徳島県 アルカリ骨材反応抑制対策について
日本スポーツ施設協会 屋外スポーツ施設の建設指針


